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阿蘇圏域の基幹相談支援センター設置に係る主な活動 

◼ 令和４年度（庶務担当：阿蘇市 相談支援部会担当：南小国町） 

① 相談支援事業所連絡協議会への参加（阿蘇市・南小国町の担当者） 

・基幹相談支援センター設置に係る意見交換を実施。 

→センター設置に当たり財源や人材確保、受託者選定、既存の委託相談支援事    

業との関係性の整理等、クリアすべき課題が山積するものの、一定のニーズやメ     

リットが考えられることから前向きに取り組むことを確認。 

② 基幹相談支援センター設置検討に関するアンケート調査 

・相談支援部会の取り組みとして、県内自治体（圏域）にアンケート調査を依頼 

→９自治体（圏域）から回答あり、一部自治体から業務委託仕様書やセンター設置 

要項等、センター設置に係る参考資料の提供があり、阿蘇圏域市町村担当者で共 

有。 

③ 基幹相談支援センター設置等に係る意見交換会 

・熊本県障がい者支援課長らが阿蘇市に来庁し、基幹相談支援センター設置等につ   

いて意見交換や情報共有を実施。 

→阿蘇圏域の状況・課題を説明し、県に設置検討に係る支援や情報提供を依頼。 

◼ 令和５年度（庶務担当：南小国町、相談支援部会担当：小国町） 

④ 熊本県基幹相談支援センター設置促進事業の利用 

・県が基幹相談支援センターを設置するための助言等を行うアドバイザーを派遣 

する事業を利用。 

→阿蘇圏域市町村担当者及び阿蘇圏域相談支援事業所が参加し、宇城圏域障がい基 

幹相談支援センターきょうせいの千代丸センター長の講話を受けた。 

⑤ 阿蘇圏域基幹相談支援センター設置プロジェクトチームの設置 

・小国町担当者が基幹相談支援センター設置に係る意見交換のために相談支援事 

業所連絡協議会に参加した際に、基幹相談支援センター設置プロジェクトチー   

ムの提案を受ける。 

→阿蘇圏域市町村担当者でプロジェクトチームの要否について・設置する際の構成 

メンバーについて協議を実施。 

→全体会（書面決議）にて阿蘇圏域基幹相談支援センター設置プロジェクトチーム 

の設置が承認される。 

※各年度ともブロック会議・阿蘇郡市市町村障がい福祉担当者会議では都度基幹相   

談支援センター設置に係る協議がされています。 

◼ 令和６年度（庶務担当：南小国町、相談支援部会担当：小国町） 



４ 

 

 
 

 

 
厚生労働省資料 



５ 

 

 

 
厚生労働省資料 


